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平成２１年（行コ）第７９号 公金支出差止等請求住民訴訟控訴事件 

控訴人  市民オンブズパーソン栃木 外２名 

被控訴人 宇都宮市長 佐藤栄一 外１名 

 

 

準 備 書 面 ２ 

 

 

２０１０年２月２５日 

 

 

東京高等裁判所 第２民事部 御中 

 

 

控訴人ら訴訟代理人 弁護士 大  木  一  俊 

 

 

          同         同   高  橋  信  正 

 

 

          同         同   若  狭  昌  稔 

 

 

          同         同   須  藤     博 
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第１ はじめに 

   原判決は、ダム使用権の設定申請を取り下げるか否かの判断について、「ダ

ム使用権の設定申請を取り下げるか否かは、宇都宮市の代表である被告市長

において、宇都宮市の水需要の見込み及び給水計画に影響を及ぼすべき諸般

の事情のほか、ダム使用権設定による利点及びそれに伴う負担等を総合的に

考慮して判断すべき事柄であるから、被告市長は、その判断につき広範な裁

量権を有するというべきである。」として（３４頁）、被控訴人市長に対し

て広範な裁量を認めた。 

   また、これと裏腹の関係にあるダム建設事業に参画するか否かの判断につ

いては、「一般にダム建設事業は事業計画から実際の利用開始までに多年の

歳月を要することが多いことから、水需要が増加し、供給が追いつかなくな

ってから水源開発を開始すると、実際に供給が開始されるまでの長期間、給

水制限を実施せざるを得なくなるなどして、給水区域内の社会、経済活動及

びその発展が阻害されることになる。したがって、ダム建設事業に参画する

か否かは、短期的な経済変動や水需要動向等のみによって判断されるべきで

はなく、長期的な視点に立って判断されるべきである。その際、水需要は、

社会、経済の動向や自然環境の変化によって複雑に変動するから、長期間に

おいては、当初、想定していなかった需要の増加や水資源の不足が起こるこ

ともあり得るのであり、ある程度の余裕をもって水源確保を行うことも許さ

れるというべきである。」とした（３５頁）。 

そして、被控訴人市長に、このような広範な裁量があることを前提に、本

件各財務会計行為は違法でないとして、原告らの主張をことごとく退けた。 

このような原判決の判断が間違いであることについては、控訴理由書及び

準備書面１で指摘したところであるが、本準備書面では、地方公企業論の専

門家である太田正作新学院大学教授の意見書（甲７０）及び行政法学者であ

る田村達久早稲田大学教授の意見書（甲７１）を踏まえ、さらに敷衍するこ

ととする。 
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第２ 行政裁量が認められる根拠について 

１ 行政法学者の見解 

塩野宏元東京大学教授は、「行政行為における裁量とは、法律が行政権の

判断に専属するものとして委ねた領域の存否ないしはその範囲の問題であ

る。」と説明している（有斐閣「行政法Ⅰ［第４版］１１３頁」）。 

また、芝池義一京都大学名誉教授は、「行政裁量が認められる根拠として

は、立法者がおこりうるあらゆる事態を想定し、それらについてとるべき具

体的な措置をあらかじめ定めることが困難であることや、立法者が行政担当

者の専門的知識または政策判断を尊重しこれに具体的な判断を委ねること

が考えられる。」と説明している（有斐閣「行政法総論講義」〔第４版補訂

版〕６８頁）。 

宇賀克也東京大学教授も前２者と同趣旨であるが、より具体的に、「行政

裁量が認められるということは、訴訟になった場合、裁判所の判断よりも行

政庁の判断を優先させると立法者が定めたことを意味する。裁判所に判断を

委ねるよりも、行政庁の判断に委ねるほうが適切であると立法者が判断した

場合、裁判所も、この立法者意思に従い、行政庁の判断を優先させなければ

ならないのである。」と説明している（有斐閣「行政法概説Ⅰ」〔第３版〕

３０２～３０３頁）。 

そして、「立法者がある事項について、裁判所の判断よりも行政庁の判断

を優先させるべきと判断する場合の代表例」として、次の５つの場合を挙げ

ている（同書０２～３０３頁）。すなわち、①教育に関する専門的判断の尊

重の必要性、②政治的判断の尊重の必要性、③科学技術に関する専門組織に

よる判断の尊重の必要性、④全国一律の基準を定めることが適当でなく、地

域の特性や地域住民の意見を勘酌して決定すべき事項の認められる場合、⑤

予測が困難な状況の変化に迅速かつ臨機応変に対応することが特に必要な

分野である場合、がそれである。 

   

２ 個別具体事案の事情の適正配慮、個別具体事案の適切・公正判断義務 

表現は多少異なるも、行政裁量が認められる根拠として共通しているのは、
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行政が専権として有しているものではなく、あくまで立法者の意思によって、

認められるものであるということである。具体的な理由は、裁量をもって判

断されるべき事柄の性質によってさまざまであろうが、行政裁量が認められ

る根拠は立法者の意思以外にはないのである。これは、法の支配あるいは法

治行政という行政法の基本原理からしてある意味当然のことであろう。 

行政裁量が認められる根拠は立法者の意思によるものとすると、行政に対

して行政裁量権限を付与する際に、立法者がその行使の仕方や限界について

何らの指示もしないということは考えにくい。裁量権限の範囲や行使の仕方

についても、立法者の意思によって決定されるべきということが法治行政の

基本原理に合致する。 

また、田村達久教授も述べるように、民法の委任契約において、受任者側

に善管注意義務が課せられているのと同様に、立法者によって裁量権限を付

与される行政側には、立法者の意思あるいは条理法に基づき、個別具体事案

の事情の適正配慮、個別具体事案の適切・公正判断義務が想定されているも

のと見るべきが、これまた法治行政の基本原理に合致する（甲７１の４頁）。 

その結果、行政の裁量権行使の適否を裁判所が審査するに当たっては、「専

門能力を備えた」行政機関による裁量権行使が、「個別具体事案の事情の適

正配慮・個別具体事案の適切・公正判断義務」を適切に果たしたものとなっ

ているか、具体的には、「裁量の基礎となる事実が適正にとらえられている

か」、「その判断過程において、効率性の義務・原則が適正に遵守、考慮さ

れているか」ということに特段の意が払われるべきことになる（甲７１の５

頁）。 

したがって、裁判所による行政裁量の統制は、本来、より厳格になされる

べきなのである。 

 

第３ 裁量の範囲について 

１ 水道事業に関連する法律 

本件で問題となっている行政活動は水道事業である。この水道事業につい

て、被控訴人らに行政裁量が認められるか否か、及びこれが認められる場合
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にその範囲・行使の仕方がどのようなものであるか、を認識するためには、

前記第２で述べたように、立法者の意思がどのようなものであるかを知る必

要がある。 

その場合、まず必要となるのが、水道法の規定がどうなっているのかであ

る。また、本件ではこれを宇都宮市が地方公営企業として実施していること

から、地方自治法、地方財政法、及び地方公営企業法の規定についても見る

必要がある。 

 

２ 水道法の規定について 

水道法は、「水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、

水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することによって、清浄に

して豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善に

寄与する」ことを目的としており（１条）、この目的を実現するため、地方

公共団体について種々の規制をしているが、行政裁量に関連すると思われる

規定は以下のとおりである。 

① 清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用 

地方公共団体は、水道が国民の日常生活に直結し、その健康を守るため

に欠くことのできないものであり、かつ、水が貴重な資源であることにか

んがみ、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正

かつ合理的な使用に関し必要な施策を講じなければならないこと（２条１

項） 

②  適正かつ能率的な運営 

地方公共団体は、当該地域の自然的社会的諸条件に応じて、水道の計画

的整備に関する施策を策定し、及びこれを実施するとともに、水道事業及

び水道用水供給事業を経営するに当たっては、その適正かつ能率的な運営

に努めなければならないこと（２条の２第１項） 

③ 厚生労働大臣の認可と市町村が経営の原則 

水道事業を経営しようとする者は、厚生労働大臣の認可を受けなければ

ならず、水道事業は原則として市町村が経営すること（６条） 
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 水道事業者は、給水区域を拡張し、給水人口若しくは給水量を増加させ、

又は水源の種別、取水地点若しくは上水方法を変更しようとするときは、

厚生労働大臣の認可を受けなければならないこと（１０条１項） 

④ 供給規程の制定と適正な原価に照らし公正妥当な料金 

水道事業は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他供給条件につ

いて、供給規程を定めなければならず、料金については、能率的な経営の

下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること（１４条１項、

２項） 

⑤ 水供給義務 

水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申

し込みを受けたときは、正当な理由がなければ、拒んではならず、また、

給水を受ける者に対し、災害その他正当な理由があってやむを得ない場合

以外には、常時水供給をしなければならないこと（１５条１項２項）。 

   以上、①及び③は「清浄にして豊富低廉な水の供給」にかかわるもの、②

及び④は「低廉な水供給」にかかわるもの、そして⑤は「豊富な」水供給に

かかわるものとみることができる。 

 

２ 地方自治法及び地方財政法の規定 

⑴ 地方自治法の規定 

地方自治法は、地方公共団体の役割について、「地方公共団体は、住民

 の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総

 合的に実施する役割を広く担うものとする。」定める。この住民福祉の増

 進は、地方公共団体の存立の第一義的な目的であり、これに務めなければ

 ならないのはいうまでもないことであるが、地方自治は住民の責任とその

 負担によって運営されるものである以上、常に能率的かつ効率的に処理さ

 れなければならない。そのため、地方自治法２条１４項は、「地方公共団

 体は、その事務を処理するに当たっては、最少の経費で最大の効果を挙げ

 るようにしなければならない。」と規定している。 

また、２条１６項は「地方公共団体は法令に違反してその事務を処理し
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てはならない」と規定し、同法１３８条の１は「普通地方公共団体の執行

機関は（中略）法令、規則その他の規定に基づく当該普通公共団体の事務

を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う」

と規定している。 

 

⑵ 地方財政法の規定 

ア 地方財政法４条１項は、地方公共団体の経費は、その目的を達成するた

めの必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。」と規定

している。これは、前記⑴の「最少の経費で最大の効果」の原則（地方自

治法２条１４項）を予算執行の立場から表現したものとされる。 

イ 地方財政法３条２項は、「地方公共団体は、あらゆる資料に基づいて正

確にその財源を補そくし、且つ、経済の現実に即応して、その収入を算定

し、これを予算に計上しなければならない」と規定している。 

ウ 地方財政法８条は、「地方公共団体の財産は、常に良好の状態において

これを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的にこれを運用しなけれ

ばならない。」と規定している。 

 

⑶ 地方公営企業法の規定 

控訴理由書第２、３で詳述したように、地方公共団体が水道事業を経

営するときは、必ず地方公営企業法の適用を受ける地方公営企業として

行われなければならず（地方公営企業法２条１項）、その場合には、地方

財政法６条及び、同法施行令１２条によって、特別会計を設けたうえ、

経営に伴う収入をもってその経費に充てる独立採算が義務づけられてい

る。 

独立採算が義務づけられる理由は、地方公共団体の企業活動は、一般

行政活動と対比されるもので、住民に財貨やサービスを供給する活動で

あり、企業活動はその効果が特定の個人に帰属するのを特徴とするので、

その負担は直接にその財貨やサービスを受ける利用者が負担するのが衡

平の原則に合致すること、及び事業の合理的能率的な経営の確保という
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観点からは、独立採算制によることが公営企業の責任体制を明確化し、

あわせてその事業意欲をも高めることとなると考えられるからである

（「新版地方財政法逐条解説」１０４頁）。 

この地方財政法の規定を受けて、地方公営企業法は、地方公営企業の

経理は特別会計を設けて処理すること（１７条）、その経費は経営に伴う

収入をもって充てなければならない（１７条の２第２項）として、経費

負担の原則を定めている。 

そして、この独立採算制の下で地方公営企業を経営するために、地方

公営企業には、地方自治法上の「最少経費による最大効果」の原則にと

どまらず、地方公営企業法３条により、民間企業に匹敵しうる企業とし

て、「常に経済性を発揮する」ことが要請されているのである。 

そのため、料金についても、「公正妥当なものでなければならず、かつ、

能率的な経営の下における適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全

な運営を確保することができるものでなければならない。」（２１条２項）

とれされている。 

    このような水道事業の経営原則について、太田正教授は、「水道事業の

経営原則はその収入をもってその経費を賄うことが求められる独立採算

制（一部経費を除く）であること、その独立採算制を支える収入の太宗

を占めるのは需要者から徴収する水道料金であること、水道料金は強制

徴収債権ではなく給水契約に基づき水道サービスの対価として支払われ

るものであること、その契約条項には『能率的な経営の下における適正

な原価に基づく料金』が含まれること、給水契約の契約条項（供給条件）

については水道事業者と需要者が相互に履行義務を負うこと」であると

している（甲７０の５頁）。 

 

 ４ 水道事業を経営するに当たって遵守すべき規範 

  ⑴ 総論 

    以上のとおり水道事業に関連する法律を概観したが、地方公共団体が地

方公営企業として水道事業を経営する際に求められる基本原則は、水道法
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の目的である「清浄にして豊富低廉な水の供給を図」ること、すなわち、

①安全な水を、②不足なく、③安い料金で供給することであろう。 

このうち、①については、水道法４条で水質基準が定められているので、 

これに適合すればよいので、水道事業者に裁量があるわけではない。 

一方、②と③については、過剰供給になると、使用されない分の水の

浄水費用がかさんで料金が高くなるというような、相反する関係にある

ことから、この双方を満足させるためには、「安い料金で供給できるよう

に、極力過剰供給とならないような経営」をすることが要求されること

になる。 

この「安い料金で供給できるように、極力過剰供給とならないような

経営」という点は、上記地方自治法２条１４項の「最少の経費で最大の

効果」の原則、地方財政法４条１項の「必要且つ最少の限度」の支出の

原則、地方公営企業法３条の「経済性の発揮」の原則、及び同法２１条

２項の「料金は、公正妥当なものでなければならず、かつ、能率的な経

営の下における適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確

保することができるものでなければならない。」との原則（これを田村達

久教授は「効率性の義務・原則」と呼んでいる、甲７１の５頁）から、

幾ら強調してもしすぎるということはない。この「安い料金で供給でき

るように、極力過剰供給とならないような経営」をするためには、専門

的な経営手腕が要求されるが、それは、経営に自由な裁量が認められる

というのとは異なるものなのである。 

    この点については、太田正教授も、「このように『適正な原価』という

観点からも、過大投資による施設の過剰部分は総括原価から除外されるこ

とになり、仮にそのような部分が生じたとしても、その部分を含めて事業

報酬（資産維持費）を算定することは認められないことになる。すなわち

『投資規模の適正化』は、『適正な原価』の前提条件をなすという意味に

おいて、ほぼ唯一の収益源である水道料金の基礎をなすものでもある。い

ずれにせよ大規模水源開発事業への参加については、その根拠となる需要

予測においても、水道料金への転嫁可能性という観点においても、裁量権
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行使における覊束的な考慮事項が存在するというべきである。」と述べて

いる（甲７０の１２頁）。 

 

⑵ 経営環境を踏まえての判断の必要性 

  ある行政活動について裁量が認められるとしても、その広狭等具体的な内

容は、当該行政活動の主体を取り巻く状況によって違っているのは当然であ

る。これは地方公営企業の経営についても同様である。しかも、上記３で述

べたように、地方公益企業には、民間企業に匹敵しうる企業として、経済性

の発揮が要請されている。 

民間企業では、需要の拡大が望めれば、それを図るために、生産力を高め

るために積極的な投資をして利益の獲得を目指すし、需要の拡大が望めない

場合には、設備投資を押さえるだけでなく、さらに業績の悪化が予想される

場合には、遊休資産の売却、人員やコストの削減を行って企業としての存続

を図るのが通常である。需要の拡大が望める際の投資については、どのよう

な投資をどの程度するかは、経営者の判断に大きく委ねられることになろう。

しかし、需要の拡大が望めないばかりか、業績悪化が予想される場合には、

無駄な投資を避けて、コスト削減を図ること以外に方法はなく、経営者が行

う判断は極めて限られたものになる。 

地方公営企業の経営についても、この民間企業と同様の判断が必要となる

ことは明らかである。 

  

⑶ 水道事業の経営環境 

控訴理由書でも述べたとおり、元総務省公営企業課長であった細谷芳郎

氏は２００４年１１月発行の「図解地方公営企業法」の中で、次のように

述べている。 

「中長期的な経営計画、特に建設投資計画の策定に際しては、政治的な

思惑を排し、現実的な人口動向等を踏まえて的確な需要予測を行い、当該

団体にとって水源開発が本当に必要なのか、あるいは必要とされる水量は

どの程度なのかをはっきりさせるとともに、節水その他の水需要抑制策や

広域的な見地からの既存水源の活用、転用等の可能性についても真剣に検
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討し、投資規模の抑制を図ることが何よりも重要です。同時に、『右肩上が

りの時代』が終わり、人口も減少に転ずる見通しとなっている今日におい

ては、既にダムや水道施設の建設に着手している場合であっても、惰性に

流れず、随時水需要の動向を検証しながら、必要とあらば、建設投資計画

の大胆な見直しも辞さないという姿勢が特に重要だといえるでしょう。」

（甲６９の２６２～２６３頁）  

  また、作新学院大学の太田正教授も、「平成15～19年度の5年間に亘る給

水人口、普及率、有収水量の推移の特徴は、給水人口及び普及率が微増に

もかかわらず、一人当たり年間有収水量は微減傾向を示し、総有収水量も

微減又は横ばいで推移している点であり、このことから、節水型社会への

移行が確実に進展しているとともに、高普及率の達成と人口減少時代の到

来によって、総有収水量の増加を見込むことも難しいことが読み取れる。

このような状況下で大規模水源開発に参加することは、過大投資を招き施

設の過剰化や遊休化を誘発し、ひいては投下資本の回収ができず経営を圧

迫しかねない蓋然性が高まるといえよう。」と述べている（甲７０の７頁）。 

   控訴理由書では、「このようなことは、水道事業の実態を見れば、２００

０（平成１２）年ころには、誰もが感じていたことである。」と述べたが、

これは以下の証拠からも明らかである。 

   ① 大阪府の水道では、１人１日平均給水量が１９８９年をピークに減少

の一途をたどっていること（甲６２の３２頁） 

   ② 横浜市の水道では、１人１日平均給水量が１９８０年から横ばいとな

り、１９９６年に急激な落ち込みを見せた後、減少の一途をたどってい

ること（甲６２の３２頁） 

③ 利根川流域６都県の１日最大給水量が、１９９０年から横ばいとなり、

１９９４年以降はほぼ減少傾向となっていること（甲３２の３４頁）  

   ④ 全国の都市用水の１日最大給水量が、１９９４年をピークに減少傾向

をたどっていること（甲３２の３５頁） 

 

⑸ 宇都宮市水道局の経営環境 
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   宇都宮市水道局（現在の宇都宮市上下水道局）では、１９９８（平成１０）

年に水需要予測調査を行っており（乙１１の８頁）、この時点で、宇都宮市

水道局では、給水人口が増加しているにもかかわらず、１日最大給水量は１

９９２（平成４）年をピークに減少傾向にあること、また１日平均給水量も

１９９４（平成６）年をピークに減少しつつあること、さらには水道事業の

収益の基本となる有収水量についても、１９９６（平成８）年をピークに減

少していることを認識していた（甲６２の２８頁、甲６５の５頁）。それ故、

給水人口、計画１日最大給水量とも、下方修正する計画の変更を行っている

（乙１１の８頁）。 

   その後、宇都宮市水道局では、２００２（平成１４）年度（書面としてま

とめられたのは２００３年３月）に、現計画のための水需要予測を行ってい

る（甲６５）。この水需要予測では、２０００（平成１２）年度までの実績

しか掲載されていないが、宇都宮市水道局は、これを書面としてまとめた２

００３（平成１５）年３月時点では、２００１（平成１３）年度の実績は勿

論のこと、２００２（平成１４）年度についても、少なくとも例年１日最大

給水量を記録する夏場（具体的には８月まで）の実績は把握していた。 

   したがって、宇都宮市水道局は、２００２年度の水需要予測を行った際、

１日最大給水量は２０００年、２００１年と一旦上昇したものの、２００２

年にはまた減少していること、１日平均給水量も２０００年に一旦上昇する

も再び減少していることを把握しており、水需要の減少傾向に歯止めがかか

っていないことを認識できたはずである（甲６２の２８頁）。 

それ故、２００２年度の水需要予測でも、多少表現は異なるものの「生活

用有収水量と平成８年度の120,513㎥／日を最大に、その後の平成９年度か

ら平成１２年度は１１８千㎥／日～１２０千㎥／日の間で横ばいに推移し

ている。（中略）宇都宮市上水道では給水人口が増加していることから、生

活用有収水量の実績が横ばいであるのは、１人当りの使用水量が減少してい

ることが原因である。図表2-11に、過去１５年間の生活（小口径有収）原単

位の推移を示す。これをみると、平成８年度の264．7ℓ／人・日を最大に、

その後の平成１０年度から平成１２年度は257ℓ／人・日程度で推移してい
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る。」（甲６５の１３頁）としているのである。 

そればかりか、甲６５の水需要予測が作成された直後の２００３（平成１

５）年８月に宇都宮市水道局が作成した「第２次宇都宮市水道事業財政構造

改革計画」の中では、「・平成１４年度決算では、水道料金収入は当初見込

を大幅に下回り、当初予算額から229,380千円減の10,939,715千円となった。

さらに平成１５年度当初予算では、それを下回る10,866,240千円を計上し、

その分純利益も減少している。・平成１４年度に策定した上水道基本計画実

施計画における財政見通しでは、湯西川ダムの減価償却の始まる平成２４年

度以降、純利益は大幅に減少し、平成２６年度には損失（赤字）を計上する

と推計している。・今後、施設の老朽化等にとる維持管理費や、建設改良費

が現行の実施計画を上回るようであれば、損失（赤字）を計上する時期は早

まることになる。・水道事業は典型的な装置型産業であり、安定供給のため、

毎年度、施設の整備やその更新・改良を行わなければならない。純利益は、

これらの建設改良費や企業債の償還などの資本的支出に充てる貴重な財源

であるので、一定の確保が必要となる。」（４頁）、「水需要の伸び悩み等

により収入の根幹である水道料金収入が減少しているが、収益的収支におい

て一定の純利益を出すとともに、資本的収支において必要な事業を実施して

いくためには、各種収入、財源の確保対策が必要である。」として、水道料

収入が減少している中で、湯西川ダムの減価償却により赤字に転落すること

を予測しているのである。 

   なお、宇都宮市上下水道局作成の「平成２１年度版水道・下水道事業年報」

（甲７４）から明らかなように、２００６（平成１８）年度に上河内町に合

併で給水人口が約８０００人増加しているにもかかわらず、有収水量は減少

し続けている（２頁）。 

 

⑹ 宇都宮市水道局に求められた経営判断 

上記のとおり、宇都宮市水道局は、２０００年度及び２００２年度に水需要

予測を行った際には、給水人口は増加しているにもかかわらず、１９９４年を

ピークとして水需要が減少していることは全国的な傾向であり、宇都宮市にお
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いても、同様の状況にあり、有収水量も減少してきていることは、十分に認識

し得た。 

  このように水需要の増加が望めないどころか、減少しつつある状況において、

水道事業者に求められる経営判断は、無駄な投資を避けて、コスト削減を図る

こと、すなわち、さらなる投資は控えるべきであり、既にダムや水道施設の建

設に着手している場合であっても、惰性に流れず、随時水需要の動向を検証し

ながら、必要とあらば、建設投資計画の大胆な見直しも辞さないというもので

なければならない。 

   

⑺ 誤った経営判断の結末 

  この様な対応を怠るとどのような結末となるのかを示すのが、川崎市水道局

における生田浄水場の廃止問題である。 

生田浄水場の水は、地下水を原水とし、水温は一定していて、水質的にも申

し分なく、ペットボトルに詰めて売り出す位おいしいとの評判であるが、川崎

水道局の計画では、この浄水場が廃止されることになった。そのため、地元の

住民がこの計画に反対し、これをＴＢＳの「噂の！東京マガジン」が取材し、

２００９年７月２６日の番組で取り上げた。 

それによると、川崎市では数次の拡張事業を実施し、１日100万㎥の給水能

力を有するに至っているが、水需要は伸び悩み、１日最大給水量は５３万㎥程

度で、給水能力と給水量の乖離が大きな課題となっており、予測では人口は２

０２５（平成３７）年に１４６万人をピーク減少に転じ、水需要も２０１５（平

成２７）年に６２．６万㎥のピークに止まる。そのような状況の下、効率的な

経営をするため、１００万㎥／日の給水能力を７５万㎥／日にダウンサイズす

ることにした。しかし、水源開発によるダム等の建設費用や維持管理費を負担

する責任があり、たとえ受水量を削減したとしても、ダム等がなくならない限

りこの費用を負担し続けなければならないので、ダム等によって開発された5

05,600㎥／日の水を使用することを前提に、ダウンサイズをすることにしたた

め、生田浄水場は廃止することとなったというのである（甲７２の１及び２）。 

  番組では、このような状況は今後日本全国で次々と起き、安価でおいしい地
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下水源が放棄される結果、不味くて、高い水を飲むことになるとのシンクタン

クの予測を紹介していた。 

  なお、この水源開発の一環として行われた相模川水系建設事業に対して提起

された住民訴訟が、準備書面１で紹介した相模川水系建設事業費差止等請求訴

訟である（甲７３）。 

この訴訟の中で、原告住民らは、水源開発の根拠となった神奈川県内の水需

要予測が過大であり、水源開発は不要である旨主張していたが、敗訴判決を受

けてしまった。もし、原告住民らの訴えが認められていたならば、川崎市も実

需の２倍もの水源を抱え、その対策に苦慮することはなく、川崎市民はいつま

でも生田浄水場からの安くておいしい水を飲むことができたと思うと殘念で

ならない。 

 

５ 原判決の誤り 

⑴ 原判決の判示 

原判決は、「宇都宮市の水需要の見込み及び給水計画に影響を及ぼすべき

諸般の事情のほか、ダム使用権設定による利点及びそれに伴う負担等を多角

的総合的に考慮して判断すべき事柄であるから、被告市長は、その判断につ

き広範な裁量権を有するというべきである。」と判示している（原判決３４

頁）。 

  

⑵ 考慮事項が多種多様であることは裁量が広範であることの理由にならな

いこと 

   ダム使用権設定申請を取り下げるか否かの判断を行うに際しては、「水需

要の見込み」、「給水計画に影響を及ぼすべき諸般の事情」、「ダム使用権

設定による利点」、「それに伴う負担等」といった多様な事項を考慮に入れ

ることにはなろう。しかし、判断をなすに当たり考慮に入れられるべき要素

が多種多様であるからいうことだけで即座に、当該判断に認められる裁量が

広範であるということは、あまりに単純な説示である。 

   というのは、考慮に入れられるべき諸事項が多様であり、その数が多いと
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しても、各考慮事項が、科学的な計算などを元に客観的にその内容を確定で

きる性質のものであれば、それらの考慮事項を元にした判断には、少なくと

も、「広範な」という形容詞を付けうる「裁量」なるものは認められないは

ずであるからである。 

    例えば、指摘されている各考慮事項のうち、「ダム使用権設定による利点」、

「それに伴う負担」という各考慮事項はそれ自体、なんら「判断の余地」、

すなわち「裁量」のあるものではないことは、もっとも明確なものであると

解される。そのうち、とりわけ、「ダム使用権設定に伴う負担」については、

ダム建設に必要とされる事業費が客観的な数値によって示される金額があ

り、そして、それを元に、これも客観的な数値によって示される負担割合を

乗じて算出されるものであるはずである。「ダム使用権設定による利点」に

ついても、具体的に、上水道水源としての利用（利水）が可能となる量とい

う「客観的な事実」としての「利点」が存在することなど、「事実」の存否

で確認できることであり、その有無に関して「判断の余地」、すなわち「裁

量」が認められるはずはないものである。 

   なるほど、その「利点」としての「客観的な事実」が、どの程度世の中に

対する便益をもたらすものであるのか、というその「効果」の評価について

は、一定の幅があるとはいえよう。しかし、それでも、どの程度の利水が可

能であるかは、土木工学等の科学的な知見を元にした計算により、客観的に

算出されることになるはずで、そこには、やはり、法的に問題となる「判断

の余地」という意味での「裁量」は存在しないはずである（以上、甲７１の

２頁）。 

 

⑶ 水道事業に関する法律の立法意思に反すること、 

   上記４で述べたとおり、水道事業を経営する市町村に立法者が求める基本

原則は、①安全な水を、②不足なく、③安い料金で供給することであるとこ

ろ、その中でも、最も、意を尽くすべきは、「安い料金で供給できるように、

極力過剰供給とならないような経営」をすることである。 

   これは、ダム使用権設定申請をすべきかどうかの判断をする場合は勿論の
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こと、これを取り下げるべきか否かの判断をする場合にも、最も重要な判断

準則として、市町村長に求められるものである。 

   加えて、宇都宮市水道局の経営環境を見た場合、「安い料金で供給できる

ように、極力過剰供給とならないような経営」を続けるためには、上記５、

⑹のとおり、さらなる投資は控えるべきであり、既にダムや水道施設の建設

に着手している場合であっても、惰性に流れず、随時水需要の動向を検証し

ながら、必要とあらば、建設投資計画の大胆な見直しも辞さないという判断

が求められていたのである。 

 

⑷ 小括 

以上のとおりであるから、被告市長（被控訴人市長）は、ダム使用権設定

申請をすべきかどうか、設定申請した後にこれを取り下げるべきか否かの判

断をするにつき、広範な裁量権を有することなどあり得ないのである。 

そうである以上、控訴理由書でも述べたように、①宇都宮市長が特ダム負

担金を補助するための繰出金の支出負担行為及び支出命令が違法となる場

合の判断基準、②宇都宮市上下水道事業管理者（以下「事業管理者」という）

が、是正措置を講ずべき義務を負う場合の判断基準、及び③事業管理者の支

出命令が違法か否かの判断基準は、以下のようになるものと言わなければな

らない。 

① 宇都宮市長が特ダム負担金を補助するための繰出金の支出負担行為

及び支出命令が違法となる場合の判断基準 

「宇都宮市に湯西川ダム建設事業に参画する必要性・合理性がないこ

とが明らかであって、ダム使用権設定申請を取り下げるべきことが明ら

かであるにもかかわらず、宇都宮市長において漫然と繰出金の支出負担

行為及び支出命令をする場合に限られると解すべき」（原判決３４頁）

ではなく、「宇都宮市に湯西川ダム建設事業に参画する必要性・合理性

がない場合には、宇都宮市長はダム使用権設定申請を取り下げるべきで

あり、にもかかわらず、漫然と拠出金の支出負担行為及び支出命令をす

る場合」に該当するか否かで、必要且つ十分である（控訴理由書９頁）。 

② 事業管理者が、是正措置を講ずべき義務を負う場合の判断基準 
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「宇都宮市に湯西川ダム建設事業に参画する必要性・合理性がない

ことが明らかであって、ダム使用権設定申請を取り下げるべきことが

明らか」であるにもかかわらず、事業管理者において、「同申請を取

り下げる権限を有する宇都宮市長に対しその旨上申するなどの是正

措置を講ずるべきであって、そのような措置を講ずることなく漫然と

本件各負担金の支出負担行為を行うときは、当該支出負担行為は違法

との評価を受け得ると解すべき」（原判決３４頁）ではなく、事業管

理者は、宇都宮市に湯西川ダム建設事業に参画する必要性・合理性が

ない場合には、ダム使用権設定申請を取り下げる権限を有する宇都宮

市長に対し、その旨上申する等の是正措置を講ずる義務があり、その

ような措置を講ずることなく、漫然と本件各負担金の支出負担行為を

行うときは、当該支出負担行為等は違法との評価を受けると解するの

が相当である。 

③  事業管理者の支出命令が違法か否かの判断基準 

「納入通知等が著しく合理性を欠き、そのためこれに宇都宮市の健

全な財政運営の見地から看過し得ない瑕疵の存する場合に限られると

解すべきであり、具体的には、宇都宮市にとって湯西川ダム建設事業

に参画する必要がないことが明らかであるなど、被告管理者がした支

出負担行為に重大な瑕疵が存するために、これが無効と評価される場

合に限られるというべき」（原判決３４頁）ではなく、事業管理者は、

宇都宮市に湯西川ダム建設事業に参画する必要性・合理性がない場合

には、ダム使用権設定申請を取り下げる権限を有する宇都宮市長に対

し、その旨上申する等の是正措置を講ずる義務があり、そのような措

置を講ずることなく、漫然と本件各負担金の支出命令を行うときは、

当該支出命令は違法との評価を受けると解すべきである（控訴理由書

１１頁）。 

 

第４ 本件における裁量権の行使の適否についての司法審査のあり方について 

１ はじめに 



 19  
 

   宇都宮市水道局が行った水需要予測及び水源構成の見直しについての原

判決の判断の問題点は、控訴理由書で詳述したとおりである。これに上記第

３で述べた行政裁量の範囲についての考え方を当てはめると、田村達久教授

が意見書で述べる、後記３のような結論となる。 

 ２ 原判決の水需要予測等についての判示の誤りについての補足 

  ⑴ 水需要予測について 

    原判決は、水需要予測が合理的か否かの判断について、「その後の実績

が予測と異なる結果になったことをのみから直ちに予測が不合理であっ

たというべきものではない。」（原判決３５頁）と判示し、あたかも控訴

人らは、予測と実績が異なる結果となったことをのみをもって、予測が不

合理であると主張しているような言い方をする。しかし、嶋津意見書（甲

６２）や最終準備書面の主張を見れば、これが誤りであることは明らかで

ある。 

控訴人らは、宇都宮市水道局が水需要予測を行う際に、水需要が減少傾

向にある最近の実績をよく見れば、水洗化率と家計消費支出は生活原単位

と相関がないことは素人目にも明らかなのに、これを相関あるものとする

一方、自ら減少要因として認めていた「節水型水使用機器の普及」（甲６

５の１４頁では「平成１０年度調査時点では、世帯人員の減少、水洗化率

の向上、生活水準の向上、自家用井戸から水道水への転用などの増加要因

により、生活原単位の増加傾向は継続するものと考えていたが、実際には

景気の後退、節水型水使用機器の普及、節水意識の向上などの減少要因が

働いた結果、生活原単位の伸びは鈍化したといえる。」と記述している）

については、全く予測の要素に用いていないこと等、その予測手法の不合

理性を具体的に指摘していたのである。そのような不合理が明白な予測で

ある結果、実績との乖離が生じたのである。 

  原審では、２００６（平成１８）年度までの実績で予測と実績の乖離の

状況を示したが、２００９年度までの実績が得られた（甲７４、甲７５）

ので、甲第５３号証の１ないし４のグラフを更新して甲第７６号証の１な

いし４として提出する。 



 20  
 

これを見ると、２００６年度には、上河内村が宇都宮市に合併し給水人

口が８２１３名増加したにもかかわらず、一日最大給水量は２００５年度

の１９万７２１８㎥から１９万１７１４㎥に減少したが、２００７年度に

は２０万０３１８㎥に増加し、２００８年度にも２０万４３１１㎥に微増

となったが、２００９年には１９万０５３２㎥と減少している。予測では

２００９年度における１日最大給水量は２２万０４００㎥で、実績との乖

離は、約３万㎥に達している。しかもこれは、給水人口が予測よりも約１

万人も増えた状況の下での乖離であることに注目しなければならない。な

お、２００７年度及び２００８年度のように、減少傾向を示す中で一時期

増加に転ずることは、これまでもあったことであるが、これからは給水人

口が頭打ちから減少に転ずることは確実である（甲６５の１０８頁）ので、

水使用は２００７年度、２００８年度のような大幅な増加を示すことはな

く、減少していくものと思われる。 

 

 ⑵ 水源構成について 

   原判決は、紫外線消毒装置の導入について、「同装置は平成１５年時点

ではまだ一般的ではなかったから（甲６２、証人嶋津暉之）、平成１５年

当時、宇都宮市水道局がクリプトスポリジウム対策で紫外線消毒装置を考

慮しなかったことが不合理であるとはいえない。」とする（４７頁）。 

   この判断が誤りであることについては、控訴理由書（３４頁）でも指摘

したが、宇都宮市水道局では、２００４（平成１６）年２月作成の第６期

水道拡張事業計画の中で、クリプトスポリジウム対策として、オゾンと並

んで紫外線処理設備も上げており、２００３（平成１５）年当時に、紫外

線消毒装置の存在を知らなかったはずはない（甲７６）。 

   この装置を導入すれば、安価なクリプトスポリジウム対策が可能となる

のであるから、宝井水源を放棄する理由はなく、したがって、代わりに割

高な湯西川ダムによる開発水を水源とする必要などまったくなかったの

である。 
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３ 田村教授の見解 

  ⑴ 個別具体事案の事情の適正配慮・個別具体事案の適切・公正判断義務違

反 

  「被控訴人・宇都宮市長らは、水需要の見込みの算出に当たり、従来ど

おりの計算手法を用いることにとどまる。その判断をなすに当たり、裁量

権が認められているにもかかわらず、従前との継続性に過度に目を奪われ

た結果、従前のやり方を過度に重視してしまっているといえる。 

    このことの問題性は、少なくとも水道事業の専門家の間ではすでに明ら

かになっていたといわざるをえない。なぜならば、水需要総量の大幅な減

少傾向は、以前から水道事業の専門家の間ではすでに明確な事実として認

識されており、したがって、水需要総量の大幅な減少傾向があまりに過小

評価されているといわざるをえない。このことは、控訴理由書（２００９

（平成２１）年３月３１日）７～８頁において指摘されている文献（自治

省・総務省において公営企業課長補佐・課長の職歴のある細谷芳郎氏の『図

解 地方公営企業』〔２００４年、第一法規〕２６２～２６３頁）におけ

る次の指摘があることも、その証左となりうる。すなわち、同箇所におい

て、『水道事業は、設備投資の規模により収支構造が決まってくる事業で

あり、過大投資こそが健全経営の一番の大敵です。過大投資は、特に、ダ

ム建設等による新規水源の開発に際して、将来の水需要に備えた水資源の

確保という観点からこれに参加しようとする場合に起こりやすいといえ

ます。したがって、中長期的な経営計画、特に建設投資計画の策定に際し

ては、政治的な思惑を排し、現実的な人口動向等を踏まえて的確な需要予

測を行い、当該団体にとって水源開発が本当に必要なのか、あるいは必要

とされる水量はどの程度なのかをはっきりさせるとともに、節水その他の

水需要抑制策や広域的な見地からの既存水源の活用、転用等の可能性につ

いても真剣に検討し、投資規模の抑制を図ることが何よりも重要です。同

時に、『右肩上がりの時代』が終わり、人口も減少に転ずる見通しとなっ

ている今日においては、既にダムや水道施設の建設に着手している場合で

あっても、惰性に流れず、随時水需要の動向を検証しながら、必要とあら
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ば、建設投資計画の大胆な見直しも辞さないという姿勢が特に重要だとい

えるでしょう。』と述べられている。 

    また、先にⅢの３．関係裁判例の箇所で指摘した『相模大堰建設費用差

止め等請求事件』（平成５年（行ウ）第５５号）に関する第一審の横浜地

方裁判所の判決（判例地方自治２５５号５４頁）においてもまた、『昭和

６２年ころからの水需要の実績値については、増加傾向が減少し、横ばい

ともいえる傾向が見て取れるばかりか、前年度より減少した年度も見られ

る。このように実績値と予測値とが一見して相当に乖離してきたのである

から、一部事務組合としての企業団としては、法令に従い予測の過程を再

検討すべきことが要請されたというべきである。』（(3)水需要との関係

での本件事業の必要性の有無（まとめ） イ 計画実施後の問題(ｲ)。判

例地方自治２５５号７０頁）と判示されているとおり、水需要総量の大幅

な減少傾向については、全国的に、少なくとも専門家の間では十分に明確

に認識されていたといわざるをえない。 

    したがって、『専門能力を備えた行政機関による個別具体事案の事情の

適正配慮・個別具体事案の適切・公正判断義務』の観点から考えただけで

も、当該義務が、適切に果たされておらず、その結果、本件における行政

の裁量権行使による判断に瑕疵があり、それ故、違法性を認めることがで

きる、と解される。」 

  

⑵ 効率性の義務・原則違反 

    「水道事業行政において特段の法的配慮を要する効率性の義務・原則

は員も認めざるを得ず、この点からも、本件における行政の裁量権行使

による判断に瑕疵があり、その故、違法性を認めることができる、と解

される。この点に係る被控訴人・宇都宮市長らの判断の違法性については、

やはりすでに控訴理由書（２００９（平成２１）年３月３１日）１３頁以

下に主張されている『第６ 湯西川ダム使用権設定について利水上の必要

性がないことについて』のなかで、生活原単位と家計消費支出との間に相

関がみられないこと、水洗化率と家計消費支出とを説明変数とする重回帰
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式では予測と実績が大きく乖離すること、生活原単位の減少要因を十分調

査検討しなかったことなどが主張されているところであるが、それらの指

摘は適切であると考える。 

    そして、原審・宇都宮地方裁判所は、上述のとおり（Ⅰ 特定多目的ダ

ム法（昭和３３年３月３１日法律第３５号）１２条に定めるダム使用権設

定申請の取り下げを行うか否かの判断に係る被控訴人・宇都宮市長の裁量

権の広狭の程度（（１））について）、本件における『裁量が広範である』

ことを前提とした思考に羈束されてしまった結果、裁量権行使の適否に関

する司法審査のあり方を誤ってしまったと解される。」 

 

４ 結論 

以上検討した結果、宇都宮市水道局が行った水需要予測及び水源構成の

見直しは、裁量権の行使を誤った違法なものであり、宇都宮市が宝井水源

を放棄したり、白沢水源の取水能力を減少評価した代わりに、割高な湯西川

ダムによる開発水を水源とする必要などまったくなかったのである。 

したがって、宇都宮市には湯西川ダム建設事業に参画する必要性・合理性

がないので、宇都宮市長はダム使用権設定申請を取り下げるべきであり、に

もかかわらず、漫然と拠出金の支出負担行為及び支出命令を行うことは違法

である。 

また、宇都宮市上下水道事業管理者は、宇都宮市に湯西川ダム建設事業に

参画する必要性・合理性がないのであるから、ダム使用権設定申請を取り下

げる権限を有する宇都宮市長に対し、その旨上申する等の是正措置を講ずる

義務があり、そのような措置を講ずることなく、漫然と本件各負担金の支出

負担行為及び支出行為を行うことは違法である。 

   なお、水特負担金及び基金負担金の支出負担行為が違法であることについ

ては、控訴理由書（１２～１３頁）で述べたとおりである。 

  よって、原判決は取り消されなければならない。 


